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１  開 催 日 時 及 び 場 所  

日 時 ： 令 和 ５ 年 ９ 月 １ ５ 日 （ 金 ）  

１ ５ 時 ０ ０ 分 か ら １ ６ 時 ０ ０ 分 ま で  

 場 所 ： 流 山 市 役 所  第 ２ 庁 舎  ３ 階  ３ ０ ４ 会 議 室   

 

２  出 席 し た 委 員 及 び 職 員  

（ １ ） 審 査 会 委 員  定 数  ５ 名  出 席 者  ３ 名  

横 内  憲 久  会 長  

日 髙  正 人  委 員  

夏 目  幸 子  委 員  

 

（ ２ ） 職 員  

建 築 住 宅 課 長  柿 原  誠  

建 築 住 宅 課 課 長 補 佐  小 松 崎  靖  

建 築 住 宅 課 企 画 ・ 住 宅 室 長  伊 藤  努  

建 築 住 宅 課 審 査 係 長  松 永  嘉 子  

建 築 住 宅 課 職 員  栗 原  弘 樹  

建 築 住 宅 課 職 員  小 山 田  瑞 希  

 

３  議 事  

審 議 議 案 に つ い て   同 意 案 件 １ 件  

  第 １ 号  建 築 基 準 法 第 ４ ８ 条 第 ５ 項（ 第 一 種 住 居 地 域 内 の 建 築

物 の 制 限 ）た だ し 書 き の 規 定 に よ る 許 可 に つ い て（ 同

意 ）  

 

４  傍 聴 者  

第 １ 号 議 案  ０ 名  
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５  議 事 の 概 要  

（ １ ） 開 会  事 務 局  

委 員 ３ 名 出 席 に よ り 、委 員 の 過 半 が 出 席 し て い る こ と か ら 、

会 議 が 成 立 し て い る 事 及 び 公 開 審 査 で あ る 事 を 報 告 。  

 

（ ２ ） 議 事  

   審 議 議 案 に つ い て  同 意 案 件  １ 件  

議 事 に 先 立 ち 、議 事 録 署 名 人 と し て 横 内 会 長 に よ り 、日

髙 委 員 が 指 名 さ れ た 。  

 

（ ア ） 第 １ 号 議 案 説 明  

事 務 局  

      建築基準法第４８条第５項（第一種居住地域内の建築物の制

限） た だ し 書 き の 規 定 に よ る 許 可 に つ い て 説 明 。  

 

（ イ ） 質 疑 応 答  

日 髙 委 員  

 市 の 許 可 基 準 に お い て 、 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ７ 時 で は

騒 音 の 数 値 を ５ ５ ｄ Ｂ 以 下 と す る と い う も の が あ る 。

資 料 で は 、騒 音 の 合 成 値 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン は 、最 大 の

も の で ５ ４ ．９ ６ ｄ Ｂ と い う 結 果 で あ る が 、こ の 数 値 は

ど の よ う に 算 出 し た も の か 。  

工 場 で 使 用 す る 空 気 圧 縮 機 と は そ も そ も ど う い う も

の か 。  

今 回 の 計 画 で は 、空 気 圧 縮 機 の 出 力 の 合 計 が ７ ．５ ｋ

Ｗ と い う 基 準 値 を 超 え て い る 。一 方 、当 該 案 件 の 判 断 に

あ た っ て は 、市 の 許 可 基 準 に お け る「 た だ し 、こ の 基 準

に よ る こ と が 必 ず し も 適 切 で な い と 考 え ら れ る 場 合 に

は 、個 別 に 検 討 し 総 合 的 に 判 断 す る も の と す る 」を よ り

ど こ ろ に し て い る が 、 ど う い っ た 点 が 適 切 で な い の か 。 

 

事 務 局  

 騒 音 の 合 成 値 に つ い て は 、 自 動 車 修 理 工 場 に お い て
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使 用 す る 各 機 器 や 空 調 機 の 室 外 機 か ら 発 生 す る 騒 音 値

を 基 に 、敷 地 境 界 の 各 受 音 点 ま で の 距 離 や 、各 機 器 と 受

音 点 の 間 に あ る 建 物 の 外 壁 や サ ッ シ に よ る 騒 音 の 減 衰

を 考 慮 し 、 騒 音 の 合 成 値 が ど の 程 度 に な る か シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン を し て い る 。  

空 気 圧 縮 機 は 、空 気 を 圧 縮 す る 機 械 で あ り 、そ の 圧 力

を 利 用 し て 他 の 機 器 を 動 か す こ と を 目 的 と し て い る 。

自 動 車 修 理 工 場 に お い て 使 用 す る 機 器 の 動 力 と な る 。  

 

    日 髙 委 員  

     空 気 圧 縮 機 の 出 力 は ７ ． ５ ｋ Ｗ 以 下 と い う 制 限 は 、 騒

音 に よ る 影 響 に 配 慮 す る 主 旨 の も の か 。  

 

    事 務 局  

     そ の よ う な 主 旨 で あ る と 考 え て い る 。 空 気 圧 縮 機 の 規

模 が 大 き く な れ ば 、 騒 音 や 振 動 に よ る 影 響 も 大 き く な る

た め 、 出 力 の 制 限 値 を 設 け る こ と に よ り 、 敷 地 周 囲 へ の

影 響 を 抑 え る こ と が で き る 。  

 

    日 髙 委 員  

     空 気 圧 縮 機 の 出 力 の 制 限 と 騒 音 の 合 成 値 の 制 限 で ２ 段

構 え と い う こ と か 。  

 

    事 務 局  

     市 と し て は 、 空 気 圧 縮 機 の 出 力 は 基 準 値 を 超 え て し ま

っ て い る が 、 騒 音 の 合 成 値 の 基 準 値 は 満 た し た 計 画 で あ

る と い う こ と で 総 合 的 に 判 断 し 、 許 可 相 当 で あ る と 考 え

て い る 。  

 

    日 髙 委 員  

     今 回 の 許 可 申 請 が な さ れ た の は 、 も と も と 事 業 を し て

い た 申 請 者 が 区 画 整 理 事 業 に よ り 、 移 転 を 求 め ら れ て い

る と い う 側 面 も あ る か 。  
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    事 務 局  

     そ う い っ た 側 面 も あ る 。  

 

    横 内 会 長  

     今 回 の 申 請 者 と 申 請 に 係 る 自 動 車 修 理 工 場 の 関 係 は ど

う い っ た も の か 。  

 

    事 務 局  

     申 請 者 は 、 現 在 、 申 請 地 の 隣 地 に お い て 自 動 車 修 理 工

場 の 事 業 を 行 っ て い る 会 社 の 会 長 で あ る 。  

 

    横 内 会 長  

第 1 号 議 案「 建 築 基 準 法 第 ４ ８ 条 第 ５ 項（ 第 一 種 住 居

地 域 内 の 建 築 物 の 制 限 ） た だ し 書 き の 規 定 に よ る 許 可

に つ い て 」 同 意 す る こ と と し て よ ろ し い か 。  

      

＜ 異 議 な し の 声 ＞  

     

横 内 会 長  

      異 議 な し に よ り 、 同 意 す る こ と と す る 。  

    

（ ウ ） そ の 他  

      令 和 ５ 年 度 第 ４ 回 建 築 審 査 会 の 開 催 予 定 案 に つ い て 、

令 和 ５ 年 １ １ 月 １ ０ 日 （ 金 ） 午 後 ３ 時 か ら 予 定 し て い

る こ と を 報 告 。  

 

 （ ３ ） 閉 会  

 


